
 2023/11/1

■基本利用料（保険給付の１割負担分/一日あたり）
介護度 税別

要介護度１ -

要介護度２ -

要介護度３ -

要介護度４ -

要介護度５ -

要介護度１ -

要介護度２ -

要介護度３ -

要介護度４ -

要介護度５ -

■加算利用料（保険給付の１割負担分/一日あたり）
257 円/日 -

257 円/日 -

36 円/月 -

32 円/日 -

7 円/回 -

129 円/日 -

374 円/日 -

20 円/日 -

26 円/日 -

12 円/月 -

経口維持加算（Ⅰ） 428 円/月 -

経口維持加算（Ⅰ） 107 円/月 -

4 円/月 -

14 円/月 -

11 円/月 -

16 円/月 -

22 円/月 -

37 円/日 -

321 円/月 -

43 円/月 -

64 円/月 -

481 円/回 -

- -

- -

- -

855 円/日 -

387 円/日 -

428 円/回 -

534 円/回 -

641 円/回 -

482 円/回 -

321 円/回 -

554 円/回 -

- -

■その他の費用 　○印は、別途消費税がかかります
550 円/日 -

1,668 円/日 -

1,800 円/日 -

200 円/日 -

一覧別紙のとおり ○

実費相当額/回 -

7,500 円/日 ○

5,000 円/日 ○

2,000円～4,000円 ○

750 円/日 ○

300 円/日 ○

2,500円～5,000円 ○

2,500円～5,000円 -

※　「居住費」、「食費」については、老齢福祉年金受給又は生活保護受給されている場合、及び区市町村民税が非課税世帯の場合、一定の

　　 補足給付があります。　詳しくは区市町村に問い合わせ下さい。

医療法人社団 永寿会
介護老人保健施設 三鷹中央リハケアセンター

多床室

1,014 円/日

1,072 円/日

972 円/日

介護老人保健施設 入所利用料金表
　（令和5年11月1日より）

下記の金額は1日当たりの金額ですが、実際の精算時には端数処理の関係により、金額に若干の違いが生じますので予めご了承ください。

費用

介護保険施設
サービス費

個室

1,041 円/日

1,100 円/日

1,159 円/日

加算型 在宅強化型

808 円/日

885 円/日

951 円/日

1,011 円/日

1,072 円/日

893 円/日

初期加算 入所から30日間に限り加算します

療養食加算 治療を目的とした食事を提供した場合に加算します

若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえたサービスの提供をした場合に加算します

短期集中リハビリテーション実施加算 多機種協働による短期・集中的なリハビリを実施した場合に加算します

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 軽度の認知症の入所者に対して生活機能回復を目的としたリハビリテーションを実施した場合に加算。週3日迄

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 専門職が共同でリハビリの質を維持し、計画書の内容を厚生労働省に提出し必要な情報を活用している場合に算定します

栄養マネジメント強化加算 栄養計画に従い、食事の観察、栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること

摂食機能障害や誤嚥を有する方に対し、経口維持計画を作成し栄養管理を行った場合

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡の発生リスクがある方に対し必要な要件を満たした際

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 上記に加え、褥瘡の発生を抑えられている場合

認知症情報提供加算 認知症疾患医療センター等に対しての紹介をします

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 介護福祉士が60％以上配置

夜勤職員配置加算 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1名以上の数の夜勤者を配置

上記に加え、経口による食事の摂取を支援するための観察及び会議に医師や言語聴覚士が加わった場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 基準を満たした場合に加算します

自立支援加算 医師が自立支援のために医学的評価を行い見直しを行い、支援計画に策定し、その他要件を満たした場合

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の情報を厚生労働省に提出していること

排せつ支援加算（Ⅰ） 医師又は医師と連携した看護師が評価を行い、厚生労働省に評価結果を提出し情報活用している場合

排せつ支援加算（Ⅱ） 上記に加え、入所時等と比較して排尿、排便のいずれかに改善又は悪化がない場合など

排せつ支援加算（Ⅲ） 上記に加え、おむつ使用がありからなしになった場合

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の2.1％を加算内容として請求します

介護職員等ベースアップ等支援加算 施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の0.8％を加算内容として請求します

在宅サービスを利用したときの費用 1月に6日を限度とし老健施設による在宅サービスを提供した場合(外泊時費用を算定の場合は算定不可)

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 上記に加え疾病や服薬情報等も提出していること

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 入所前後に居宅を訪問し退所のための施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行なった場合

介護職員処遇改善加算Ⅰ 施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の3.9％を加算内容として請求します

入所前連携加算Ⅰ 下記Ⅱに加え入所前30日又は入所後30日以内に利用を予定する居宅介護事業者利用者と連携し退所後のサービス調整を行うこと

入所前連携加算Ⅱ 退所後の居宅介護事業者に文書で情報提供かつサービスの調整を行った場合

訪問看護指示加算（退所時1回限り） 退所後に訪問看護が必要になった方について、訪問看護ステーションに宛てて指示書を交付した場合

外泊時費用 外泊時に基本利用料の代わり算定

試行的退所時指導加算 試行的な退所時に入所者及び家族等に対し退所後の療養上の指導を行なった場合

退所時情報提供加算（退所時1回限り） 退所後の主治医に対して診断情報を文書で提供した場合

朝食・昼食・夕食の一日3回の食事を提供いたします

おやつ費 水分補給と午後3時におやつを提供いたします

日用品費 希望により業者委託受付（個人使用や施設サービスに含まれないもの）

緊急時治療加算 入所された方に緊急な医療が必要となり、施設において応急的な治療管理を行った場合

特定治療 やむをえない事情により施設で行われた特定の処置について診療報酬に準じて算定し、加算します

居住費
多床室

個室

インフルエンザ予防接種料 一接種につき、左記料金が発生

763 円/日

811 円/日

877 円/日

934 円/日

988 円/日

842 円/日

893 円/日

959 円/日

洗濯代 1ネットあたり（業者委託）

TV使用料 入所日数にて毎月のご請求に追加されます

文書料 診断書、保険関係書類、死亡診断書 等

教養娯楽費 クラブ・レクレーションで使用する材料費など

差額居室料
１人部屋

２人部屋

理美容代 理・美容料金表に準ずる（業者委託）

食費



 2023/11/1

■基本利用料（保険給付の2割負担分/一日あたり）
介護度 税別

要介護度１ -

要介護度２ -

要介護度３ -

要介護度４ -

要介護度５ -

要介護度１ -

要介護度２ -

要介護度３ -

要介護度４ -

要介護度５ -

■加算利用料（保険給付の2割負担分/一日あたり）
513 円/日 -

513 円/日 -

71 円/月 -

64 円/日 -

13 円/回 -

257 円/日 -

748 円/日 -

39 円/日 -

52 円/日 -

24 円/月 -

経口維持加算（Ⅰ） 855 円/月 -

経口維持加算（Ⅰ） 214 円/月 -

7 円/月 -

28 円/月 -

22 円/月 -

32 円/月 -

43 円/月 -

73 円/日 -

641 円/月 -

86 円/月 -

128 円/月 -

962 円/日 -

- -

- -

- -

1,709 円/日 -

774 円/日 -

855 円/回 -

1,068 円/回 -

1,282 円/回 -

855 円/回 -

641 円/回 -

1,107 円/回 -

- -

■その他の費用 　○印は、別途消費税がかかります
550 円/日 -

1,668 円/日 -

1,800 円/日 -

200 円/日 -

一覧別紙のとおり ○

実費相当額/回 -

7,500 円/日 ○

5,000 円/日 ○

2,000円～4,000円 ○

750 円/日 ○

300 円/日 ○

2,500円～5,000円 ○

2,500円～5,000円 -

※　「居住費」、「食費」については、老齢福祉年金受給又は生活保護受給されている場合、及び区市町村民税が非課税世帯の場合、一定の

　　 補足給付があります。　詳しくは区市町村に問い合わせ下さい。

医療法人社団 永寿会
介護老人保健施設 三鷹中央リハケアセンター

インフルエンザ予防接種料 一接種につき、左記料金が発生

洗濯代 1ネットあたり（業者委託）

おやつ費 水分補給と午後3時におやつを提供いたします

日用品費 希望により業者委託受付（個人使用や施設サービスに含まれないもの）

教養娯楽費 クラブ・レクレーションで使用する材料費など

差額居室料
１人部屋

２人部屋

理美容代 理・美容料金表に準ずる（業者委託）

TV使用料 入所日数にて毎月のご請求に追加されます

文書料 診断書、保険関係書類、死亡診断書 等

個室

特定治療 やむをえない事情により施設で行われた特定の処置について診療報酬に準じて算定し、加算します

居住費

食費 朝食・昼食・夕食の一日3回の食事を提供いたします

入所前連携加算Ⅰ 下記Ⅱに加え入所前30日又は入所後30日以内に利用を予定する居宅介護事業者利用者と連携し退所後のサービス調整を行うこと

1,944 円/日

2,081 円/日

2,200 円/日

2,318 円/日

緊急時治療加算

入所前連携加算Ⅱ 退所後の居宅介護事業者に文書で情報提供かつサービスの調整を行った場合

訪問看護指示加算（退所時1回限り） 退所後に訪問看護が必要になった方について、訪問看護ステーションに宛てて指示書を交付した場合

介護職員処遇改善加算Ⅰ 施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の3.9％を加算内容として請求します

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ

入所された方に緊急な医療が必要となり、施設において応急的な治療管理を行った場合

多床室

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）

試行的退所時指導加算 試行的な退所時に入所者及び家族等に対し退所後の療養上の指導を行なった場合

退所時情報提供加算（退所時1回限り） 退所後の主治医に対して診断情報を文書で提供した場合

施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の2.1％を加算内容として請求します

外泊時費用 外泊時に基本利用料の代わり算定

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 上記に加え疾病や服薬情報等も提出していること

入所前後に居宅を訪問し退所のための施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行なった場合

介護職員等ベースアップ等支援加算 施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の0.8％を加算内容として請求します

在宅サービスを利用したときの費用 1月に6日を限度とし老健施設による在宅サービスを提供した場合(外泊時費用を算定の場合は算定不可)

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 基準を満たした場合に加算します

栄養計画に従い、食事の観察、栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること

自立支援加算 医師が自立支援のために医学的評価を行い見直しを行い、支援計画に策定し、その他要件を満たした場合

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の情報を厚生労働省に提出していること

摂食機能障害や誤嚥を有する方に対し、経口維持計画を作成し栄養管理を行った場合

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡の発生リスクがある方に対し必要な要件を満たした際

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 上記に加え、褥瘡の発生を抑えられている場合

排せつ支援加算（Ⅰ） 医師又は医師と連携した看護師が評価を行い、厚生労働省に評価結果を提出し情報活用している場合

排せつ支援加算（Ⅱ） 上記に加え、入所時等と比較して排尿、排便のいずれかに改善又は悪化がない場合など

排せつ支援加算（Ⅲ） 上記に加え、おむつ使用がありからなしになった場合

栄養マネジメント強化加算

上記に加え、経口による食事の摂取を支援するための観察及び会議に医師や言語聴覚士が加わった場合

介護老人保健施設 入所利用料金表
　（令和5年11月1日より）

下記の金額は1日当たりの金額ですが、実際の精算時には端数処理の関係により、金額に若干の違いが生じますので予めご了承ください。

費用

介護保険施設
サービス費

個室

多床室

加算型 在宅強化型

1,525 円/日

1,622 円/日

1,754 円/日

1,867 円/日

1,976 円/日

1,683 円/日

1,786 円/日

1,918 円/日

2,027 円/日

2,143 円/日

1,615 円/日

1,769 円/日

1,901 円/日

2,021 円/日

2,143 円/日

1,786 円/日

夜勤職員配置加算 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1名以上の数の夜勤者を配置

短期集中リハビリテーション実施加算 多機種協働による短期・集中的なリハビリを実施した場合に加算します

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 軽度の認知症の入所者に対して生活機能回復を目的としたリハビリテーションを実施した場合に加算。週3日迄

若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえたサービスの提供をした場合に加算します

認知症情報提供加算 認知症疾患医療センター等に対しての紹介をします

介護福祉士が60％以上配置サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 専門職が共同でリハビリの質を維持し、計画書の内容を厚生労働省に提出し必要な情報を活用している場合に算定します

初期加算 入所から30日間に限り加算します

療養食加算 治療を目的とした食事を提供した場合に加算します



 2023/11/1

■基本利用料（保険給付の3割負担分/一日あたり）
介護度 税別

要介護度１ -

要介護度２ -

要介護度３ -

要介護度４ -

要介護度５ -

要介護度１ -

要介護度２ -

要介護度３ -

要介護度４ -

要介護度５ -

■加算利用料（保険給付の3割負担分/一日あたり）
769 円/日 -

769 円/日 -

106 円/月 -

96 円/日 -

20 円/回 -

385 円/日 -

1,122 円/日 -

58 円/日 -

77 円/日 -

36 円/月 -

経口維持加算（Ⅰ） 1,282 円/月 -

経口維持加算（Ⅰ） 321 円/月 -

10 円/月 -

42 円/月 -

32 円/月 -

48 円/月 -

64 円/月 -

109 円/日 -

962 円/月 -

129 円/月 -

192 円/月 -

1,442 円/日 -

- -

- -

- -

2,564 円/日 -

1,160 円/日 -

1,282 円/回 -

1,602 円/回 -

1,923 円/回 -

1,282 円/回 -

962 円/回 -

1,660 円/回 -

- -

■その他の費用 　○印は、別途消費税がかかります
550 円/日 -

1,668 円/日 -

1,800 円/日 -

200 円/日 -

一覧別紙のとおり ○

実費相当額/回 -

7,500 円/日 ○

5,000 円/日 ○

2,000円～4,000円 ○

750 円/日 ○

300 円/日 ○

2,500円～5,000円 ○

2,500円～5,000円 -

※　「居住費」、「食費」については、老齢福祉年金受給又は生活保護受給されている場合、及び区市町村民税が非課税世帯の場合、一定の

　　 補足給付があります。　詳しくは区市町村に問い合わせ下さい。

医療法人社団 永寿会
介護老人保健施設 三鷹中央リハケアセンター

2,852 円/日

3,031 円/日

3,214 円/日

2,679 円/日

2,916 円/日

3,121 円/日

3,300 円/日

3,477 円/日

介護老人保健施設 入所利用料金表
　（令和5年11月1日より）

下記の金額は1日当たりの金額ですが、実際の精算時には端数処理の関係により、金額に若干の違いが生じますので予めご了承ください。

費用

介護保険施設
サービス費

個室

多床室

加算型 在宅強化型

2,288 円/日

2,432 円/日

2,631 円/日

2,801 円/日

2,964 円/日

2,525 円/日

2,679 円/日

2,877 円/日

3,041 円/日

3,214 円/日

2,423 円/日

2,653 円/日

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡の発生リスクがある方に対し必要な要件を満たした際

夜勤職員配置加算 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1名以上の数の夜勤者を配置

摂食機能障害や誤嚥を有する方に対し、経口維持計画を作成し栄養管理を行った場合

栄養マネジメント強化加算 栄養計画に従い、食事の観察、栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること

短期集中リハビリテーション実施加算 多機種協働による短期・集中的なリハビリを実施した場合に加算します

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 軽度の認知症の入所者に対して生活機能回復を目的としたリハビリテーションを実施した場合に加算。週3日迄

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 専門職が共同でリハビリの質を維持し、計画書の内容を厚生労働省に提出し必要な情報を活用している場合に算定します

初期加算 入所から30日間に限り加算します

療養食加算 治療を目的とした食事を提供した場合に加算します

上記に加え、経口による食事の摂取を支援するための観察及び会議に医師や言語聴覚士が加わった場合

若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえたサービスの提供をした場合に加算します

認知症情報提供加算 認知症疾患医療センター等に対しての紹介をします

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 介護福祉士が60％以上配置

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 基準を満たした場合に加算します

自立支援加算 医師が自立支援のために医学的評価を行い見直しを行い、支援計画に策定し、その他要件を満たした場合

入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の情報を厚生労働省に提出していること

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 上記に加え疾病や服薬情報等も提出していること

入所前後に居宅を訪問し退所のための施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行なった場合

介護職員処遇改善加算Ⅰ 施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の3.9％を加算内容として請求します

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

在宅サービスを利用したときの費用 1月に6日を限度とし老健施設による在宅サービスを提供した場合(外泊時費用を算定の場合は算定不可)

試行的退所時指導加算 試行的な退所時に入所者及び家族等に対し退所後の療養上の指導を行なった場合

退所時情報提供加算（退所時1回限り） 退所後の主治医に対して診断情報を文書で提供した場合

外泊時費用 外泊時に基本利用料の代わり算定

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の2.1％を加算内容として請求します

介護職員等ベースアップ等支援加算 施設利用料(基本サービス費＋加算費用)の0.8％を加算内容として請求します

教養娯楽費 クラブ・レクレーションで使用する材料費など

差額居室料

入所前連携加算Ⅰ 下記Ⅱに加え入所前30日又は入所後30日以内に利用を予定する居宅介護事業者利用者と連携し退所後のサービス調整を行うこと

入所前連携加算Ⅱ 退所後の居宅介護事業者に文書で情報提供かつサービスの調整を行った場合

訪問看護指示加算（退所時1回限り） 退所後に訪問看護が必要になった方について、訪問看護ステーションに宛てて指示書を交付した場合

入所された方に緊急な医療が必要となり、施設において応急的な治療管理を行った場合

特定治療 やむをえない事情により施設で行われた特定の処置について診療報酬に準じて算定し、加算します

食費 朝食・昼食・夕食の一日3回の食事を提供いたします

おやつ費 水分補給と午後3時におやつを提供いたします

日用品費 希望により業者委託受付（個人使用や施設サービスに含まれないもの）

排せつ支援加算（Ⅰ） 医師又は医師と連携した看護師が評価を行い、厚生労働省に評価結果を提出し情報活用している場合

排せつ支援加算（Ⅱ） 上記に加え、入所時等と比較して排尿、排便のいずれかに改善又は悪化がない場合など

排せつ支援加算（Ⅲ） 上記に加え、おむつ使用がありからなしになった場合

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 上記に加え、褥瘡の発生を抑えられている場合

インフルエンザ予防接種料 一接種につき、左記料金が発生

洗濯代 1ネットあたり（業者委託）

TV使用料 入所日数にて毎月のご請求に追加されます

文書料 診断書、保険関係書類、死亡診断書 等

理美容代 理・美容料金表に準ずる（業者委託）

１人部屋

２人部屋

居住費
多床室

個室

緊急時治療加算


